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 事務名 住宅火災直接通報及び救急直接通報に使用する機器の承認申請  
 《事務処理フロー図》                                  《事務処理フロー図の説明》 
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実質審査 
 
処分案の作成 
 
決定手続 
 
申請者へ連絡 
 
 
交付 
 
 

提出された申請書に記入漏れがなく、

添付書類がそろっているかを審査し

ます。 
新通報機器が機器の基準を満たして

いるのか調査します。通報試験を実施

し、審査します。 
通報機器の承認・不承認通知書及び調

査票を作成します。 
新通報機器承認の諾否について決定

します。 
申請者に対し、承認の諾否を連絡しま

す。 
申請者に対し、通報機器承認・不承認

通知書を交付します。 
※２ 電子申請で申請した場合、承

認・不承認通知書は電子交付しま

す。 
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※１ 電子申請とは、東京共同電子申請・届出サービ
スにより届出することをいう。 
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